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市政のうごき市政のうごき

26 年度の
市税の納期

問い合わせ　税務室（℡  892・0121）

　

26
年
度
の
納
税
通
知
書
の
発
送

予
定
日
、
納
期
限
は
下
表
の
と
お

り
で
す
。

■ 

口
座
振
替
制
度
の
ご
案
内

　

市
税
（
市
・
府
民
税
〈
普
通
徴

収
〉、固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
）
の
納
付
に
は
、
便

利
で
確
実
な
口
座
振
替
（
自
動
払

込
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
は
、
市
内
の
金
融
機

関
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便

局
窓
口
に
口
座
振
替
申
込
書
が
あ

り
ま
す
。納
期
限
の
１
か
月
前
ま

で
に
、
申
込
書
に
記
載
の
あ
る
市

指
定
金
融
機
関
の
窓
口
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
前
納（
全
期
一
括
）を
希

税　目 市・府民税
（普通徴収）

固定資産税
都市計画税 軽自動車税

納税通知書
発送時期 6月上旬 5月上旬 5月上旬

第 1期納期 6月30日（月） 6月 2日（月）6月 2日（月）

第 2期納期 9月 1日（月） 7月31日（木） ー

第3期納期 10月 31日（金） 9月30日（火） ー

第4期納期 12月 25日（木）12月 1日（月） ー

望
す
る
人
は
、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
は
４
月
末
ま
で
、
市
・

府
民
税
は
５
月
末
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
引
き
落
と
し
は
各
納
期

限
の
日
に
指
定
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
ま
す
。

※ 

口
座
振
替
申
込
書
は
、
市
外
の

金
融
機
関
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
市
外
金
融
機
関
を
利
用
す

る
場
合
は
、
税
務
室
納
税
管
理

係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

市政のうごき

新しくなりました
防災行政無線

問い合わせ　地域安心課（℡  892・0121）

　

災
害
時
に
お
け
る
避
難
勧
告
・

避
難
指
示
な
ど
の
情
報
や
、
行
方

不
明
者
の
捜
索
な
ど
緊
急
事
態
を

お
知
ら
せ
す
る
、
防
災
行
政
無
線

を
改
修
し
ま
し
た
。

　

改
修
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

① 

屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
を
、
25
基
か

ら
37
基
に
増
設
し
ま
し
た

② 

電
話
や
メ
ー
ル
が
不
通
の
場
合

で
も
、
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
の
あ

る
子
局
と
、
市
役
所
の
親
局
と

の
通
信
が
可
能
で
す

③ 

気
象
庁
か
ら
発
信
さ
れ
る
緊
急

地
震
速
報
や
、
国
が
発
信
す
る

武
力
攻
撃
な
ど
の
情
報
は
、
通

信
衛
星
を
通
じ
て
自
動
的
に
市

内
に
放
送
さ
れ
ま
す

④ 

無
線
放
送
を
聞
き
逃
し
た
り
、

聞
き
取
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、

左
記
の
電
話
番
号
に
か
け
る
こ

と
で
、
放
送
内
容
を
確
認
で
き

ま
す

電 

話　

０
７
２
・
８
１
０
・
５
１

８
８

※ 

通
話
料
は
各
自
負
担
と
な
り
ま

す
。

　

４
月
１
日
か
ら
、
児
童
の
帰
宅

を
促
す
定
時
放
送
を
、
40
秒
間
行

い
ま
す
。

　

放
送
時
間
は
次
の
と
お
り
で

す
。

▽ 

４
月
〜
９
月
＝
午
後
５
時
30
分

〜
▽
10
月
〜
３
月
＝
午
後
５
時
〜 防災行政無線 親局防災行政無線 親局

（市役所第２別館内）（市役所第２別館内）

定
時
放
送
を
実
施
し
ま
す

　防災機能の充実、相談機能の一元化のため、地域
社会部の暮らしの安心課の所掌事務を見直し、「地域
安心課」と「人権と暮らしの相談課」を設置します。
　また、臨時的機構として「臨時福祉金・子育て世帯
臨時特例給付金給付事業推進室」を設置します。
■新課名および主な事務

▽  地域安心課　危機管理の計画の策定・推進と、
総合調整。災害などの応急対策、被災者対策の指

揮など。犯罪予防など、地域の安全と交通安全。

▽  人権と暮らしの相談課　人権・同和問題、平和
施策、男女共同参画、暴力防止・被害者保護。消
費者・労働行政。法律・行政・消費者・労働・
市民相談。相談業務の総合調整。

▽  臨時福祉金・子育て世帯臨時特例給付金給付事
業推進室　臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特
例給付金の事務。

　　組織・機構の一部見直しについて組織・機構の一部見直しについて 　　　問い合わせ　問い合わせ　行政経営室（℡  892・0121）行政経営室（℡  892・0121）

情
報
を
そ
の
都
度
入
力
せ
ず
に

使
え
る
仕
組
み
も
あ
り
ま
す
。

　

小
学
生
が
携
帯
型
ゲ
ー
ム
機

を
ネ
ッ
ト
接
続
し
て
、
親
の
カ

ー
ド
で
数
十
万
円
使
っ
た
ケ
ー

ス
も
あ
り
、注
意
が
必
要
で
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
が
不
正
利
用

さ
れ
た
場
合
、
名
義
人
は
落
ち

度
が
な
け
れ
ば
カ
ー
ド
会
社
か

ら
の
請
求
を
ま
ぬ
が
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
家
族
や
同
居
人
の

不
正
利
用
の
場
合
、
多
く
の
カ

ー
ド
会
社
は
名
義
人
に
請
求
し

ま
す
。

　

親
の
同
意
を
得
て
い
な
い
未

成
年
者
の
契
約
は
、
原
則
取
り

消
し
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

申
込
画
面
で
未
成
年
者
の
契
約

に
配
慮
し
た
表
示
が
あ
る
の

に
、
う
そ
の
生
年
月
日
を
入
力

し
て
、
成
年
だ
と
相
手
を
だ
ま

し
た
よ
う
な
場
合
は
、
取
り
消

し
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
他
人
の
カ
ー
ド
を
無

断
で
使
っ
た
未
成
年
者
本
人
の

責
任
や
、
親
の
監
督
責
任
が
問

題
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
、
子
ど
も
と
よ
く

話
し
合
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
会
社
か
ら
、
50
万
円

を
超
え
る
請
求
が
き
ま
し
た
。

高
校
生
の
孫
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
ゲ
ー
ム
で
私
の
カ
ー
ド

を
使
っ
た
よ
う
で
す
。

　

持
ち
主
の
許
可
な
く
、
他
人

が
カ
ー
ド
を
使
え
る
の
で
し
ょ

う
か
。　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
記
載
の
番
号
と

有
効
期
限
、
名
義
人
な
ど
の
情

報
を
入
力
す
る
だ
け
で
、
名
義

人
で
な
く
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
は
、
カ
ー
ド
で
の
支
払

い
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
た
、い
っ
た
ん
カ
ー
ド
情
報

を
登
録
す
る
と
、
後
は
カ
ー
ド

ＱＡ

助
言

消費者相談
　～孫が無断でクレジット
　　　　カードを50万円利用！～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）

国民健康保険の
お知らせ

問い合わせ　医療保険課（℡  892・0121）

■ 

70
〜
74
歳
の
被
保
険
者
の
窓
口

負
担
見
直
し

　

70
歳
か
ら
74
歳
の
人
の
窓
口
負

担
は
、
法
律
上
２
割
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
特
例
措
置
に
よ
り
こ
れ

ま
で
1
割
負
担
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

26
年
度
か
ら
は
、
よ
り
公
平
な

仕
組
み
と
す
る
た
め
、
特
例
措
置

が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
高

齢
者
の
生
活
に
大
き
な
影
響
が
生

じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
26
年
４

月
２
日
以
降
に
70
歳
を
迎
え
る
人

か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

窓
口
負
担
の
見
直
し
対
象
者
と

70 ～ 74歳の被保険者の窓口負担見直し
対象者 内　容

　平成 26 年 4 月 2 日以降に、
70歳の誕生日を迎える人（誕生
日が昭和 19年 4月 2日以降）

　70歳の誕生日の翌月（※１）の診療から、
窓口負担が 2割（※2）になります。

　平成 26 年 4 月 1 日までに、
70歳の誕生日を迎えた人（誕生
日が昭和 19年 4月 1日まで）

　平成 26 年 4 月以降も医療費の窓口負
担は１割（※２）のまま変わりません。
　毎月の窓口負担上限額も変わりません。

（※ 1）誕生日が各月の 1日の場合はその月。
（※ 2）一定の所得のある人は 3割負担。

内
容
は
、
右
表
の
と
お
り
で
す
。

■
26
年
度
国
民
健
康
保
険
料

　

26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

は
、
６
月
に
決
定
し
ま
す
。
納
入

通
知
書
は
、
６
月
中
旬
ご
ろ
に
送

付
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
の
場
合
は
、
４
・
６
・
８
月
の

仮
徴
収
期
間
に
２
月
の
保
険
料
と

同
額
を
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま

す
。

　

な
お
、
26
年
度
中
に
75
歳
に
な

る
世
帯
主
の
人
で
、
今
ま
で
特
別

徴
収
の
人
は
、
26
年
度
は
普
通
徴

収
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

普
通
徴
収
（
口
座
振
替
・
納
付

書
な
ど
）
の
場
合
は
、
４
・
５
月

の
納
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
世
帯
主
の
変
更

　

今
ま
で
国
民
健
康
保
険
の
世
帯

主
で
あ
っ
た
人
が
、
他
の
医
療
保

険
に
移
行
さ
れ
た
な
ど
で
、
国
保

資
格
喪
失
後
の
世
帯
に
引
き
続
き

国
保
加
入
者
が
い
る
場
合
、
世
帯

主
の
名
前
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が

れ
（
擬
制
世
帯
主
）、
各
種
届
出

や
保
険
料
納
付
の
義
務
を
負
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
実
際

の
国
保
加
入
者
を
保
険
上
の
世
帯

主
に
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
住
民
票
の
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
）。

　

世
帯
主
を
変
更
す
る
こ
と
で
、

保
険
料
の
軽
減
判
定
や
医
療
費
の

上
限
額
の
見
直
し
が
あ
り
ま
す
。

口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
人

は
、納
付
義
務
者
の
変
更
に
伴
い
、

改
め
て
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が

必
要
に
な
り
ま
す
。



26.04.01 (10)

市政のうごき市政のうごき

後期高齢者医療の
お知らせ

問い合わせ　医療保険課
（℡  892・0121）

■
26
・
27
年
度
の
保
険
料

　

保
険
料
は
２
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
て
お
り
、
26
年
度
か
ら
保
険
料

率
が
変
わ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
算
定
式
は
左
図
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

■ 

保
険
料
の
軽
減

① 

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す（
下
表
の
と
お
り
）。

※ 

基
礎
控
除
額
な
ど
の
数
値
は
、

今
後
の
税
制
改
正
な
ど
に
よ
り

変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※ 

軽
減
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す

る
総
所
得
金
額
な
ど
に
は
、
専

従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特
別

控
除
の
税
法
上
の
規
定
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

当
分
の
間
、
年
金
収
入
に
つ
き

公
的
年
金
等
控
除
を
受
け
た
65

歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
は
、
公

的
年
金
な
ど
に
係
る
所
得
金
額

か
ら
15
万
円
が
控
除
さ
れ
ま

す
。

※ 

世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場

合
で
も
、そ
の
世
帯
主
の
所
得
が

軽
減
判
定
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

② 

所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の

内
、
算
定
に
か
か
る
所
得
金
額

が
58
万
円
以
下
（
年
金
収
入
の

み
の
場
合
は
２
１
１
万
円
以

被保険者均等割軽減の所得判定区分 軽減
割合

軽減後の
額（年額）

①
下欄②に属する被保険者であり、当該世帯の被保険者全員の各
所得が 0円であるとき（ただし、公的年金等控除額は 80万円と
して計算する）

9割 5,260 円

② 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが、基礎控除額（33万円）を超えないとき 8.5 割 7,891 円

③
世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基
礎控除額（33万円）＋ 24万 5,000 円×被保険者の数】を超え
ないとき

5割 26,303円

④ 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基礎控除額（33万円）＋ 45万円×被保険者の数】を超えないとき 2割 42,085円

■
保
険
料
通
知
の
送
付
時
期

　
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
ま

た
は「
納
入
通
知
書
」は
、
７
月
中

旬
に
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

７
月
以
降
に
被
保
険
者
と
な
っ

た
人
に
は
、
８
月
以
降
に
順
次
、

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

■ 

26
年
２
月
に
保
険
料
を
年
金
天

引
き
で
納
付
し
た
人

　

４
・
６
・
８
月
の
年
金
受
給
時

に
、
２
月
に
年
金
天
引
き
さ
れ
た

金
額
と
同
額
を
仮
徴
収
額
と
し
て

年
金
天
引
き
し
ま
す
。
な
お
、
保

険
料
額
の
通
知
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
簡
易
申
告
書
の
送
付

　

保
険
料
の
軽
減
、
自
己
負
担
割

合
や
自
己
負
担
限
度
額
の
判
定
は

所
得
情
報
を
基
に
行
い
ま
す
。そ

の
た
め
所
得
情
報
の
な
い
人
に

は
、
６
月
頃
に
簡
易
申
告
書
を
送

付
し
ま
す
。

■
健
康
診
査
費
用
の
助
成

　

４
月
下
旬
、
被
保
険
者
に
「
健

康
診
査
受
診
券
」
を
送
り
ま
す
。

年
度
途
中
に
75
歳
に
な
る
人
に

は
、
誕
生
月
の
翌
月
初
旬
に
順
次

送
り
ま
す
。

　

広
域
連
合
が
指
定
す
る
医
療
機

関
で
、有
効
期
限
ま
で
無
料
（
年
度

中
１
回
）
で
受
診
で
き
ま
す
の
で
、

事
前
に
医
療
機
関
な
ど
に
予
約
し
、

受
診
券
と
被
保
険
者
証
を
持
っ
て

下
）
の
人
は
、
所
得
割
額
が
５

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

③ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の

健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

は
、
所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
９
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

３
月
に
75
歳
に
な
る
人
に
は
、

４
月
に
受
診
券
を
送
り
ま
す
の

で
、
受
診
は
翌
年
度
に
な
り
ま

す
。

■
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助
成

　

被
保
険
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
場
合
、費
用
の
一
部
を
助
成

（
年
度
中
１
回
）し
て
い
ま
す
。

　

助
成
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
す
る
ま
で
の
間
は
、領
収
書
な

ど
を
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
額　

上
限
２
万
６
０
０
０
円

申 

請
に
必
要
な
も
の　

人
間
ド
ッ

ク
の
領
収
書
、
人
間
ド
ッ
ク
の

検
査
結
果
通
知
書
な
ど
の
写

し
、
被
保
険
者
証
、
口
座
情
報

が
分
か
る
も
の
、印
鑑

申
請
窓
口　

市
医
療
保
険
課

■
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
事
務
局

▽ 

保
険
料
、
被
保
険
者
資
格
、
被

保
険
者
証
な
ど
＝
資
格
管
理
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８
）

▽ 

給
付
事
務
、
保
健
事
業
（
健

康
診
査
）、
医
療
費
通
知
、
レ

セ
プ
ト
点
検
な
ど
＝
給
付
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
）

■  

保
険
料
の
納
付
、そ
の
他
各
種

届
出
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

▽ 

市
医
療
保
険
課

年間保険料（※ 1）
＝

被保険者均等割額〈被保険者
1人あたり 5万 2,607 円〉

＋

所得割額〈賦課の基となる所
得金額（※ 2）× 10.41％〉

（ ※ 1）保険料年額の限度
額は 57万円です。
（ ※ 2）前年の総所得金額・
山林所得金額・他の所
得と区分して計算される
所得の金額の合計額から
基礎控除額 33 万円を控
除した額です（雑損失の
繰越控除額は控除しませ
ん）。

保険料の算定式
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